
機械・電気設備工事一般仕様書令和４年度版　【新旧対照表】 R5.3 作成

No 章 節 項 頁

1

2 1 1 1 21

3 2 1 1 36

4 2 1 1 36

5 2 1 1 36

6 2 1 1 36

7 2 1 1 36

8 2 1 1 36

9 2 1 1 36

10 2 1 1 36

11 2 1 1 37 改称に伴う修正

項目追加による修正

項目追加による修正

改称に伴う修正

イ　作業床、囲い等の設置が著しく困難なとき、又は作業の必要上から臨時
に囲い等を取りはずすときは、防護網を張り、作業員に安全帯を使用させる
等の措置を講じること。

イ　作業床、囲い等の設置が著しく困難なとき、又は作業の必要上から臨時
に囲い等を取りはずすときは、防護網を張り、作業員に要求性能墜落制止用
器具を使用させる等の措置を講じること。

2019年2月1日施行の安衛法改正に伴う
修正
従来の規格適合品は、経過措置期間終了
（2022年１⽉２⽇以降）のため使⽤で
きなくなる

（５）受注者は、｢建設労災補償共済制度」に加入し、その「加入証明書」を
発注者に提出しなければならない。
 なお、公共工事現場加入単位の場合、共済区分は1500 万円以上とする。

（５）受注者は、建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、
契約後一ヶ月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出しなければな
らない。

1500万円以上とする根拠が不明であ
る。営繕工事特記仕様書の書きぶりに修
正した。

令和4年版 令和5年版 変更理由【内部資料】

令和4年版 令和5年版 年度更新

エ　足場等の作業床は、常に点検し保守管理に努めること。この際に、工事
の進捗、現場条件等により変化していく工事現場においては、日々、該当す
る場所、作業の種類等に応じて適切な方法をとり、安全確保を図ること。

オ　通路の主要な箇所には、安全通路であることを示す表示をすること。

オ　足場等の作業床は、常に点検し保守管理に努めること。この際に、工事
の進捗、現場条件等により変化していく工事現場においては、日々、該当す
る場所、作業の種類等に応じて適切な方法をとり、安全確保を図ること。 項目追加による修正

項目追加による修正

カ　通路の主要な箇所には、安全通路であることを示す表示をすること。

なし ウ　高さが２ｍ以上の作業床設置が困難な箇所で、フルハーネス型の墜落制
止用器具を用いて行う作業は、特別教育を受けたものが行うこと。 作業床の高さが2m以上の場合は原則フ

ルハーネス型を使用、作業床2m～
6.75mの場合は胴ベルト型墜落制止用器
具も使用可となる
フルハーネス型を使用する際は特別教育
を受けなければならない

ウ　足場及び鉄骨の組立、解体時には、安全帯が容易に使用出来るよう親綱
等の設備を設けること。

エ　足場及び鉄骨の組立、解体時には、要求性能墜落制止用器具が容易に使
用出来るよう親綱等の設備を設けること。

改称及び項目追加による修正

カ　坑内あるいは夜間作業を行う場合には、通路に正常の通行を妨げない範
囲内で必要な採光又は照明設備を設けること。

ア　墜落のおそれのある人力のり面整形作業等では、親綱を設置し、安全帯
を使用させること。その際、親綱の上方のり面との接触による土砂等の崩壊
等が生じないように配慮すること。

キ　通路面は、つまずき、滑り、踏み抜き等の危険の少ない状態に保持する
こと。

イ　囲い等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨
時に囲い等を取りはずすときは、安全確保のため防護網を張り、安全帯を使
用させる等の措置を講じること。

キ　坑内あるいは夜間作業を行う場合には、通路に正常の通行を妨げない範
囲内で必要な採光又は照明設備を設けること。

ク　通路面は、つまずき、滑り、踏み抜き等の危険の少ない状態に保持する
こと。

イ　囲い等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨
時に囲い等を取りはずすときは、安全確保のため防護網を張り、要求性能墜
落制止用器具を使用させる等の措置を講じること。

ア　墜落のおそれのある人力のり面整形作業等では、親綱を設置し、要求性
能墜落制止用器具を使用させること。その際、親綱の上方のり面との接触に
よる土砂等の崩壊等が生じないように配慮すること。
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12 2 1 1 37

13 2 1 1 37

14 3 2 1 44

15 3 2 2 45

16 3 2 2 45

17 3 2 2 45

18 3 2 2 45

19 3 2 2 45

20 3 2 3 46

21 3 2 6 49

22 3 5 2 68

ウ　安全帯等保護具の保管管理について指導すること。

なし

ウ　要求性能墜落制止用器具等保護具の保管管理について指導すること。

キ　溶接時は、溶接母材に近いところで母材ケーブルを接続すること。

なし （８）異種金属を接合する場合は、電食による腐食について考慮すること。

（６）同種の要素部品は極力、互換性を有するよう考慮し、かつ、分解、組
立の容易な構造とする。ボルト締結部は適正締付及びゆるみ止めについて十
分留意する。

（７）鋼材の接合は溶接接合を原則とするが、消耗部材あるいは亜鉛メッキ
部材等はボルト組立とする。

（８）鋼材製機器の部材強度は、荷重の種類に応じて十分な安全率を採る。
なお、腐食及び摩耗しろも考慮すること。

（９）回転機器については回転方向がわかるよう、矢印等をつける。

なし （５）サポート水平荷重・立上り・立下り等の水撃作用の恐れがあるところ
は、十分なサポートを設け内在鉄筋に溶接すること。
　その他、衝撃力等がかかるおそれのある箇所は、強度計算書提出するこ
と。

（５）同種の要素部品は極力、互換性を有するよう考慮し、かつ、分解、組
立の容易な構造とする。ボルト締結部は適正締付及びゆるみ止めについて十
分留意する。

（６）鋼材の接合は溶接接合を原則とするが、消耗部材あるいは亜鉛メッキ
部材等はボルト組立とする。

（７）鋼材製機器の部材強度は、荷重の種類に応じて十分な安全率を採る。
なお、腐食及び摩耗しろも考慮すること。

（８）回転機器については回転方向がわかるよう、矢印等をつける。

ウ　鋼製手摺の場合は、全て連続溶接とし、仕様材はボルト・ナット類と
も、すべて鋼鉄とし加工後亜鉛メッキを施し、所定の仕上げ塗装を行うこ
と。

イ　斜面を昇降する必要のある場合には、安全な昇降設備を設けること。施
工上当該措置が講じ難いときは親綱を設置し要求性能墜落制止用器具を使用
させること。この場合、親綱の固定部は、ゆるみ等が生じないよう十分安全
性について確認すること。

改称に伴う修正

絶縁施工の手間や、強度についても鋼製
＞ステンレス製であることを考慮した場
合、同一材料が良いと思われる。

（４）鋳鉄管及び塩ビライニング鋼管を使用する配管において、特殊異形管
及び現場調整管については、監督員の承諾を得てステンレス鋼鋼管
（SUS304Sch20S）を使用することができる。

（４）鋳鉄管及び塩ビライニング鋼管を使用する配管において、特殊異形管
及び現場調整管については、監督員の承諾を得てステンレス鋼鋼管
（SUS304Sch20S）を使用することができる。その際は、内面ライニン
グを施したステンレス鋼鋼管を使用すること。また、ステンレス鋼鋼管の範
囲はなるべく最小となるよう調整すること。

　実際の現場対応に合わせた変更。
（SUS管をそのまま採用すると腐食等が
発生するため）

改称に伴う修正

迷走電流による機器の加熱及び火災防止
のため

受注者より提案がある。
JS一般仕様書（p2-1)においても記載例
があることから追記。

支持材の強度計算基準がないため。
JS一般仕様書p2-19を参考に記載。

項目追加による修正

項目追加による修正

イ　斜面を昇降する必要のある場合には、安全な昇降設備を設けること。施
工上当該措置が講じ難いときは親綱を設置し安全帯を使用させること。この
場合、親綱の固定部は、ゆるみ等が生じないよう十分安全性について確認す
ること。

ウ　鋼製手摺の場合は、全て連続溶接とし、加工後亜鉛メッキを施し、所定
の仕上げ塗装を行う。なお、ボルト・ナット類はすべてSUS304製とする。

項目追加による修正

項目追加による修正
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23 3 9 2 94

24 4 4 2 163

25 付則 -1 1

26 付則 -6 14

27 付則 -6 18

28 付則 -15 57

29 書式 -26 97

塗装仕様（８A）　適用素材：現場操作盤(内、外面)　標準膜厚（μｍ）
80

機械仕様を電気仕様にあわせる。

削除

No25参照

受注者は契約書第57条（契約不適合責任期間等）に記載の契約不適合責任期
間内（工事目的物引渡日から１年目、２年目）に検査を実施するものとす
る。検査項目は、点検表、記録表により実施し、原則として下表を盛り込む
ものとする。

受注者は契約書第57条（契約不適合責任期間等）に記載の契約不適合責任期
間内に検査を実施するものとする。検査項目は、点検表、記録表により実施
し、原則として下表を盛り込むものとする。

プラント設備については、2年を瑕疵期
間とするため。（JSとの意見交換を参
考）

塗装仕様（８A）　適用素材：現場操作盤(内、外面)　標準膜厚（μｍ）
50

塗装仕様（２A-１）　適用素材：機器(SUS)、SCS、配管(SUS)他の内面、
外面
塗装仕様（２A-２）　適用素材：機器(SUS)、SCS、配管(SUS)他の内面、
外面

塗装仕様（２A-１）　適用素材：機器(SUS)、SCS、配管(SUS)他の外面
塗装仕様（２A-２）　適用素材：機器(SUS)、SCS、配管(SUS)他の外面

内面を塗る根拠が不明。
JS一般仕様書にも記載がない。

完成図CADデータ　　オリジナル＋P21 完成図CADデータ　　オリジナル＋P21+PDF
竣工図面を閲覧する際に、PDFが見やす
いため。

請負工事の構成　　工事書類引渡書　　項目3　工事日報 工事書類引渡書　　項目3　工事日報の削除 使用しないため。

同上

同上

同上
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30 付則 -6 14

31 付則 -6 18

削除

No26参照

修正

No27参照
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32 付則 -15 57

追加

No28参照


